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1,習景 と目的

環境 アセスメン トは、1969年の米国国

家環境政策法 (NE】私 )成立か ら今 日ま

でに looヵ 国以上の国で導入 され、20
世紀における最 も成功 した政策だといわ
れている (Sadler,1996)。 日本において

も NEPA成立惑後の 19T2年 f各種公共

事業 に係 る環境保全対策について」の閣

議了解 を趣点 として、1984年「環境影響

評価の実施 について」の閣議決定を経て、
環境 アセスメン ト制度は着笑に導入 され
てきている。

しか しなが ら、環境影響評価法以前の

環境 アセスメン トでは、「本来の環境アセ
スメン トに期待 されている機能が果た さ

れてお らず、よ りよい意志決定を生み出
す とい うねJ造的役割ではな く、安全宣富
を行 うとい うある意味で消極的、規制法

的役 g41し か果 た して こな か った」 (寺
田〕1999)な どFns題 も少な くなかった。

筆者 自身の これ までの国内外での経験
を通 しても、 どうも諸外国、特に欧米先
進国 と日本では環境 アセスメン トに対す
る国民の評価が分かれているようである。
筆者は、その主な理由として、日本の①
「環境アセスメン トのメカニズム自体に

問題や不足があるのではないか ?」 、②
「環境アセスメン トの対象が限定され過
ぎているのではないか ?Jの 2点 を考え
ている(表 1)。 ①に関 してはこれまで「ミ
テイゲーション」導入 (田 中,1998aな ど)

について、②に対 してはタンカーの石油
読出事故への環境アセ スメン トの適用
(閣 中)2004)な どについてそれぞれ議論
し、方向性を提示 してきた。

日本の現行の環境アセスメン トの仕組
みは完全無欠だとは言えない。 しか し、
課題の多い環境アセスメン ト制度でもこ

れ らが全部なくなることを想像すれば、

それ らの効果がかな り大きいことを誰 も

が認識できよう。 さらに、 日本のこれま

での 32年間の環境アセスメン トの経験

を通 して、多くの有益な手法や技術が誕

生 してきた。②は、もし、これ らの環境

アセスメン トの経験や成果が社会で十分

に活か されていないとしたらどうだろう

か、もつと幅広 く環境アセスメン トで得

た知見を活用すべきではないか、 とい う

聞いかけである。

表 1 日本の環境アセスメン トの可能

性

日米の環境 アセスメン ト実施数を数字

で見ると、環境影響評価接以前のいわゆ

る閣議 アセスは 1986年か ら 1999年の

14年 FH3に 448件が実施 されている (原

科 ,2003)。 環境影響評価法以降は 1999
年か ら 2004年 3月 までの開に 144件 が

実施 されている (環境省 ,2004)。 一方、

米 国 National EnvirOnmental Policy

Act(国家環境政策法、以下、「NEPA」

と称す)に よる本格的環境アセスメン ト
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(  EISt  Environ■lental  lmpact
Sttitement)は 1969年から 1997年まで
の 29年間に約 2万 4千件に登 り、最近
では年間約 250件が実施 されている (原

科,2003)。 後述するように (表 6)、 NEPA
に 其る環境アセスメン トはEISだ けでは
な く、EIS以前の段階のものは EISの数
を進かに上回る。

日米の人日・国上の差を割 り引いても、
環境アセスメン トの実施数の差は大きす
ぎる。この差はどこから来るのだろ うか。
い うまでもな く rス クリーニングどの連
いによる。「スクリーニングととは、環境
アセスメン トの対象 となる行為か否かを
判定するメカニズムである。環境アセス

メン ト制度におけるスタジーニングの細
の 目が細かすぎるとその国の環境アセス

メン トの実施数は少なくな り、粗ければ
多 くなる。

さて、21世紀に入 り、日本 tま 公共事業
の停滞 とは逆に、2003年施行の自然再生

促進法による自然再生事業、大規模など

オ トープの整備など自然復元・創造を目
的 とした管民 NGOの 事業 (こ れを 「自
然再生型事業」 と称す)が盛んに行われ
るようになつた。 日本は今や世界有数の

自然再生大国にな りつつあると言つても
過言ではない。

一般的な見方 として、いわゅる「箱も
の」事業 といわれる土木・ 建設事業 と異
な り、自然再生型事業は、それ 自体が環

境に良いことをするのだから、環境アセ
スメン トなど不要ではないかと考えられ
がちである。 しか し、自然再生型事業 と
いつてもその 目的、時間、空間、種類、

方法、メンテナンス、利用など多様であ
り、既存の土地利用や生態系を変化させ

ることには変わ りなく、暢合によつては

自然破緩になることもあ り得る (だから
といつて、本研究は自然再生理を否定す
るものでは全 くない)。

本研究は、このような背景を路まえ、

今後 日本でさらに活性イとすると考えられ

る「自然再生型事業どを、環境アセスメ
ン トの新 しい対象の一つとして鍵える時

に童要な考え方を整理することを目的と

して実施 した。

2.研究方監

日本では環境アセスメン トの対象 とな
つていない自然再生型事業ではあるが、

米国では既にいくつかの事例がある。 こ

れ らの事例か ら最近の事例を選び、当該

自然再生型事業が、どのような背景 と目

的あるいは法的根拠から環境アセスメン

トの対象 となつたのかを分析 した。その

ことによって今後の 日本における自然再

生型事業に対する環境アセスメン ト適用

の可能性 と課題を明 らかにすることを試

みた。

調査対象は、野生動物のハ ビタッ ト復

元プログラム (計画)である「プラン ト

河復元実施 プ ログラム (Platte River
Recovery  rtBplementation Program)」

(Governance Comttittee,1997)を対象 に

行 われ た NEPAプ ロセ ス (表 7参照)にお

け  る  Draft  EnvirOnl■ ental  lnlpact

Statement(日 本 の準備 書に相 当)で あ る

「プ ラ ッ ト河 復 元実施 プ ログラム ドラフ

ト  EIS  ( Platte  Rttver  Recovery

IInplementation Program Draft EIS)」

(Pユ atte River EIS Office,2003)(ヴ ス「ド、

プラッ ト河 ドラフ トEISと 称す)と した。

調査は、現地インタビュー調査 とプラ

ット河 ドラフ トEISの 分析及びインター

ネ ッ ト情報の整理、収集から明らかにす

る方法をとった。

現地調査は、2003年 7月 及び 2004年
9月 に同環境アセスメン トの実施主捧で

ある連邦政府合同チームの拠点、「プラッ

ト輝 EISオ フィス (Platte River EIS
Office)」 (ヨ ロラ ド州デンパー)の責任

者である Curt BrOwn氏 に対 して行つた。

3.盟登結果

以下、断 りがないものはすべてプラシ

ト再 ドラフ トEISか らの引用である。

プラッ ト河は、米国フイオ ミング州、
ヨロラ ド州、ネプラスカ州を流れる大河

であ り、ネブラスカ州で ミズー ジ河に合
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田 1 プラッ ト潮驚城

流す る (図 1)。 流域の 350万人への水
供給 、濯滅農業、野生生物のハ ビタッ ト

な ど、多様 な機能を有 している。

表 2に プラ ッ ト河 ドラフ トEISの歴史
的背景をまとめた。

1920年頃か ら、水供給、洪水対策、水
力発電、レクレーシ ョン推1的で、15個 の

ダムや貯水池が建設 された。それ らの累
積的影響のために、プラン ト河の流量は

減少 し、河幅は狭 くな り、さらに細 くな
つた水流によって川底が深 くえぐれて し
まった。その結果、水流が消失 した部分
には樹木が侵入 し、河サ||の 特殊なハ ビタ
ッ トを必要 とす る野生生物に大きな影響
を与えることになったのである。

そ の 中で も特 に、ア メ リカ シ ロジル

(Wh00ping Crane)、 アメ リカコアジサ
シ (InteriOr Lcast Tern)、 フエョチ ドタ
(Piping plover)、 パ リ】/ド スタージ ョ

ン (pattid sturgeon)の 4種の野生動物
(表 3)が 1967年か ら 1990年 までに絶

滅危倶種または希少種 ジス トに ジス トア

ップ され た。 換 脅すれ ば Endangered
Species Act(種 の保存法、以下 SSAと
称す)の主務密庁である X」.S.Fまoh and
Wildよife Sorvice(usFWSi連 邦魚類野
生生物局、以下連邦魚類野生生物局 と称
す)に よって これ ら4種のハ ビタン ト滅
少が この時期に確認 された とい うことで
ある。

これ を受 けて、プラッ ト河流域におけ
る開発行為 に対 して連邦魚類野生生物周
との協議が義務づけられるようになった。

捜 3 程の保帯法で指定 された 4種の

構繁

4種の野生動物が絶滅危慎種や希少種

に指定 されたことを受 けて、ESA第 7条

強 2 プラット郷 ドラフ トE,Sの背景
年 代 触喪事

年
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・ ダム建設 ラッシュ。
・野生生物のハ ピタッ ト激少の顧在化 A

1967年 'ア メ夢カシヨツルが絶抜危伝種に指定 され
る、

1973年 ・ Lndangered Sめ ecies Actの 題行ハ

1978年
'ブ ラッ ト河の流景の減少が顔在化。
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1999年

Ⅲパ ブッ トスタージ ョンが絶韻危慎なだ頼雇百
れ る。

や速鶏魚頬野生生輸周が 4減 の野生生物のため
の調査を開始 し、ハ ピタフ ト復元のための灘
盛 態韓弾 【夕た、

1994年
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協会の 仰CO活 ぬが巌実化草
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くぼほ潤脱ャ

19974F

・ 6州 I奮 文万南序百)間 で 4種 の保全に38す る
1997 Corporative A8reealttt頑 印。

・ 3州 1省 の協的 とプ ログラム策定 と管理のた
めに Governence Comttittesを 設歴。

・ プ ラッ ト河復元実施プログラと、の原燕を策
定 。

。その察境アセスメン ト (NEPAプ ロセス)の 手
続 きを開始するとともに EISチ ーンヘを発足 さ
せた。

1998年
'NEPAプ ロセ スの ス ヨー ピングにお い て 、
Governぃ ce Co斑綱itteCが 策 定 したプ ラ ッ ト河
笙元楽鵜プログラムの原策の問題が顛在化A

1999年
・ 問題 のある原案に対 して、EISチームにより

やつの複数景が新たに換乗。
2008年 プ ラ ッ ト河 ドラ フ トEIS公 購

2004年
'ド ラ フ トEISの 古餓 公 崩終 了。
・ 収集 され た意 見に対す る圏 答 作:威 及 び複 数 恭

の通 択 の 14様 な際 始 ^
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(表 4)に より、連邦政府はプラット河
流域にて事業を行 う際に 4種 の保全や復
元を行 うことが義務付けられた。
1978年、連邦魚類野生生物局は「ESA

第 7条 に関 しての差 し迫つた生物学的見
解」を流域内で水利計題を立ててぃる事
業者に向けて発表 した。「ESA第 7条 に

関 じての差 し迫つた生物学的見解」では、
前述の 4種の野生生物の生存を危険に瀕
している要困は、過度の水利用による流
量減少であることなどを指摘 している。
1990年代には、4種の野生動物のハ ビ

タッ トに関わる河川流量に対する連邦魚
類野生生物局の提案が公表された。 この
中にはハ どタッ トの復元だけではなく他
の場所に新たにall造 することも提案 され
ている。 この提案の実現性を検討する調
査 も併せて実施され、この結果が後の「プ
ラッ ト河復元実施プログラム」の元とな
つた。

ところで、プラット輝流域内で最 もこ
の 4種の野生動物ハ どタッ トとして影響
を受けていた場所は、ネプラスカ郷中部
であった。 しか しハビタット消失の原因
である上流にあるダムはワィォ ミング州
に属 してぃた。そこでヮイォ ミング州 と
ネプラスカ州はハ ビタント消失の賛任に
ついて 15年 間もの関、裁判で争つた。

理_← 寝の保存法第 4会及び第 7彙
説 明

第 4粂

内務省長官は、絶競危棋種に指定され
ている野生生物の保護 い復元のための

計画実施の盛に、その保護 4復元8t函

を実施す るための グループ をつ くっ

ても良い。 グループは、政府関係者、

ェ製章業者を問わない。

第 7条

a-1項

選邦政府 Fま 、絶渡危棋種や希少種と箱
定された野生生物の保全や復元を行

坐士ければならない。

第 7条

a-2項

連邦政府が行 う全 ての行為や静題は、
絶減危棋寵や希少転 に悪影響 を与え
て ,ま ならない。

長期にわたる責任田避の関題を解決す
るために、1997年にフイオ ミング州、コ

ロラ ド州 、ネブラスカチヤ|と 内務省は、

Jllly l, 1997 CoOperativ〔 , Agreement
for Platte River Research and Other

EffOrts  Relating  tO  Endangered

Species Habitats Along the Central

Platte RiveL Nebraska(プ ラット河の

研究 とプラッ ト河中部沿いの絶滅危倶種、

希少種のハ ビタットに関連する様々な取

り組みに関す る協力協定)(以 下 r1997

協力協定」 と称す)に調印 した。

同年、ESA第 4条 (表 4)に より、州、

連邦政府、自然環境・水資源利用者の代

表からなる Governance Committee(以
下、「管理委員会」と称す)を設立 した (表

5)。 この管理委員会は、上記の 4種の

野生動物のためのハ ビタッ ト復元方法を

提案 し、実施する事を委ね られている。

連邦魚類野生生物局プログラム賛任者
が入つているのは当然だとしても、興味

深いのは環境 アセスメン ト調査費任者が

メンバー として入つていることである。
ハ どタット復元における環境アセスメン

トの役割、地位の高さを示 していると言

えるだろう。

猿 5 管理委員会メンパー縮威

所晟機関 人数

ワイオ ミング州政府

ネプラスカ州政府
コロラ ド州政府

本プフみ力州における水利用者

士ズフント輝における水和!用 者

="ラ
ド州における水利用者

環境 NCO
内務省

水資源管理委員会 1

土地委員会共同議長 2

技術姿員会議長

財務委員会議長

遠熱魚頼野生生物局プ淳グラム責任者

プログラム環境アセスメント調査費儀者

1997協 力協定に従つて、管理委員会は

同年、4種の野生勤物種及びそのハ ビタ

ン トを保全す ること並びに水量の維持 を

目的 と して 、 Platte River Recovery
lmplementattton Program(プ ラッ ト河

復元実施プログラム)の原案 を策定・ 公



開 した (表 6)。

表 6 プ ラ ッ ト河復元 業な プ ログラム

原祭の概要

か ら

(付EPAプロセ
ス)の対象期臨である。

NEPA第 102条の連邦政府機関のすべ

ての計画に対す る環境 アセスメン トの義
務づけによ り、連邦攻府機関の関わる計
画であるプラッ ト河復元実施プログラム

原案 の最初 のプ ログラム期間である 13
年間に対 して環境アセスメン トが義務づ

け られ ることになった。

ところで、NEPAに よる環境 アセスメ
ン ト,ま 、「categoFiCal ExclusiO■ (適 用
除 外 リ ス ト 」、  r lEIlviFOllmental
Assゃssment(EA)」 、「!Environmental
lmphct statement(EIS)ど といった 8
段階のスク リーニングプロセスを有 して
いる (田 中, 2003)(麦 7)。

プラッ ト河復元実施プ ログラム原案は、
ハ ビタッ ト復元 とい う環境保全を目的 と
したプログラムではあるが、環境への影
響は明 らかであるとして、最初か ら第 8
段階の EISか ら開始 された。
EIS調査 を担 うのは Platte Rよ veF

Envlronmental lntpact Statement

Tealxx(以 下、EISチーム と称す)であ り、
野生生物保全 を担 う連邦政府機関の連邦

魚類野生生物局と開発推進を担 う連邦政

府機関である Bureau Of Reclamatttn

(連 邦開拓局)双方から選ばれた専門家

によつて構成 されている (表i8)。

豪 7 硝還PAプ ロセスによる 3段贈のスク

リーニンダ

出典 : ほ田中 (2003)

逮:人 舷の内駅iま 現段蔵モ頑不覇であ百『

さて、1997年に公開 されたプラッ ト河

復元実施プ ログラム原案は、EISプ ロセ

スのスコー ピングにおいて、4種の野生

動物ハ ビタッ トとして必要な問サ|1流量に

ついて問題点が見出 されたために、連邦

魚類野生生物腐が他のプログラム案を榛

数 、追加作成す ることになった。

結局、表 9に示 したよ うに、管理委員

会原案 とノーア クション案の他に 3つ の

案が提示 され、合計 5案に対す る環境ア

セスメン トが実施 された。表 10に ドラ
フ トEISの構成、表 ±1に 岡評価項 目を

示 した。

管理 委員会 は 2005年 に完 了予定の

EISの結果 を踏 まえて最終的な選択 をす

ることになっている。
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所管官庁 ごとに月意 してい るチ ェ

ック リス ト (20項 目程度)に よる
常es・ N6評価によるものであ り、す
べての項 目が該 当 しない場合にの

み、EAも EIAも 策1除 され る。
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「EA」

「適用総外 ジス トどに 】項 目でも
該 当す る場合に義務付け られ てい

る。 この結果 を分析 し、深刻な環
境影響がない ことが判断 されれば
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嚢 8 E,Sチームの構成
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レク レー シ ョン尊 FS家

合計 35人



本来、この選択は内務省長官が行 うこ
とになってぃるが、本事例では 3州 が一

体 となることに重点を置いているため、
まずは管理委員会が選択 し、それに内務
省長管が合意するのか否かというシステ
ムとなる。

2004年 10月 現在、EISチームは、一

般公開 された ドラフ トEISに 対する市民
からのすべての意見を集め終わ り、それ
らの意見に対する返答を作成中である。

ドラフ トEIsは、ィンターネッ トから
のダウンロー ド、cDに よるn‐d布 によっ
て行われ、海外からの希望者にも CDが
配布 された。

強 0 プラッ ト対侵元桑施 プログラム
の複数察

表 ドラフ トほiSの構成

ドラフト

4,日 本における自然再生霞事業に対す
る鶏壊アセスメン トの可能性と擦題

日本で活性化 し始めた自然再生型事業
については、生態系 としての妥当性に関

する生物学的な議論 と市民参加や公共事

業としてのあ り方に関する杜会学的な議

論が始まっている。

前者は、「何をもつて生態系を復元 じた

といえるのか ?」 (田 中,2002)な どの生

物学的な技術論の課題であ り、後者は税
金の使用 目的の優先llR位や費用対効果、
更には行政の縦割 り (環境雀3,2004)な ど
に関する課題である。 これ らは別々の関
題であるが、プラッ ト河 ドラフ トEISの
ような「意志決定を生み出す倉J造的役割」
(寺 田,1999)を 持つた本来的環境アセス

メン ト、即ち戦格的環境アセスメン トを

適用することができれば、それらの問題
の多 くは解決の方向に向か うものと愚わ
れる。

いくつかの学術団体が自然再生推進法
による自然再生事業に関連 Lン て、療境ア
セスメン トの実施を維奨 じxrい る (緑化
正学会,2002:造園学会生態工学研究委員

姿革,2002)。
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以上の ことか ら、今後、 日本の 自然再
生型事業においても、特にその計画過程
における戦略的環境アセスメン トが導入

され るのであれば、環境アセスメン トは

大 きなそ して新 しい可能性 を有 している
と考 え られ る。

次に、米国の 自然再生型事業に対す る
環境アセスメン トの分析 を通 して、今後
の 日本にお ける同様 な環境アセスメン ト

課題 を探った結果、以 下に示す 7点 を抽
出 した。

(1)生嬢系侯金田裏法によるスク リー
ニング

本事例 では、ESAが非常に大きな影響
力を持 っていることがわかった。 4種類
の野生生物が ESAの保全対象種に指定 さ
れていなければそ もそ もこの環境 アセス

メン トは存在 じなかった。換書す ると、
ESAと い う法律によって保全 され ている
生物やそのハ ビタッ トの存在が危 うくな
つた とい う事実が、環境 アセスメン トの
スク リーニ ングの縛 の 日を細か くした と
い うことである。

今年、6月 に公布 された外来生物法 (特

定外来生物 による生態系等に係 る絞書の

防止に関す る法律)は ュヽれか らの生態系
アセスメン トに少な くない影響力を持つ

と考え られ″る。今後、環境 アセスメン ト
に影響力のある、 さらなる生態系保全関
連法の整備が必要である。

(2)資壌 を単位 とする協偽
ヨロラ ド州 な ど 3州 にまたがるプラッ

ト河流域のハ どタッ ト保全について、ま
ず 3州 と連邦政府間で協力協定を行なっ
た結果、「プラッ ト河ハ ビタン ト復元実施
プ ログラム」が立ち上がった。 このプロ

グラムに対 して環境 アセスメン トが実施
されたのである。

今後、 自然再生事業な どの生態系保全
活動に関 して、行政区界 を超 えた生態系
の単位 である流域 とい う単位で自治体関
及び国 との協鶴の促進が望まれる。

(3)機略的環境アセスメン ト

本環境 アセ スメン トは、「プラッ ト河ハ

ビタッ ト復元実施プログラム (目 標年は

13年後以上 )」 の 5案 (4つ の ミテ ィグ

ー シ ョン案 とノーアクション案)の比較

評価 を行 うとい うまさにプログラムに対

する戦略的環境アセスメン トである。既

に見てきた とお り、そ こには主案、副茶
のよ うな序列は一切な く、同 じ分析が行

わオしている。

なお、余談であるが欧米でい うプロジ

ェク トレベル アセスメン トは、 日本の事

業アセスメン トとは異な り、事業を対象

とは しているが、襖数の事業案 とノーア

クシ ョン案の比較評価であ り、 日本でい

うところの 「戦略的環境アセスメン ト」
に含 まれ る。

今後、欧米でいるプロジェク トレベル

アセスメン トの導入 を手始めに、よ り長

期的視点に立ったプログラムやプランに

対す る戦略的環境アセスメン ト制度の確

立も併せて行っていく必要がある。

(4)開発電 と保全電の合意移威

本環境アセスメン トの実施チームは、

連邦政府の開発事業官庁 と環境保全官庁

か らの専P,家 によって構成 されている。

同様 に米国で HEP(ハ ビタ )ン ト評価卒統

き)を実施す る際には、開発事業管庁側

と環境保全官庁 4Rllの 双方か らの専門家 に

よるチームを作ることが 凝EI〕 実施の前提

条件 となつている (田 中,1998b)。

日本ではなかなか馴染みに くい面もあ

るが、開発側 と保全allの 合意形成 による

意志決定は、開発 と保全のバ ランスを図

るツールである環境アセスメン トにおい

ては無視す ることはできない基本理念で

はある。環境 アセスメン トごとに合同の

委員会 を設置す るな ど、少 L/で もこの基

本理念に沿つた意志決定がで きるような
正夫を してい くことが望まれ る。

(5)闘ぼ解決翌でメ リハ リの輸 いた辞

電項 目選農

ドラフ トEISの構成を見ると、 4種類



の保全対象種名 自体が評価項 目となつて
いる。 これは EIsの対象 となったプログ
ラム 白体が これ らの 4種の野生動物の保
全 を 目的 としたプログラムだったことに
よるが、米国では環境 アセスメン トだけ
ではな く、 自然再生事業 自俸 も目的が絞
り込 まれた、非常にメ タハ ンの効いた構

成になっているとい うことが言えよ う。
日本の楊合、方法書、準備書及び評価

書の大枠の構成は決められているものの、
細部については事業者 (あ るいは委託先
の環境 ヨンサル タン ト)の判断に委ね ら
れているのが現状である。 メ リハ リの効
いた評価項 目の選定を提案 し、できる限
り問題解決型 の分析 を行つていくことが
望まれ る。

(6)ElSの 1対 1対応する r影響Jと
rミ テ ィゲーシ ョンど

本 ドラフ トEIS事例で ,キ主、案 ごとにか
つ評価項 目ごとのできるだけ細かぃ区分
で、予測 され る環境影響 とそれに対す る
ミテ ィゲー ション方策が明確に ユ対 ユ対
応 になるよ うに記述 されている。環境ア
セスメン トはそ もそ もこの 1対 1対応 し
た情報 を公開す るものであ り、この対応
がずれている準備書や評復E書では本来の
環境 アセスメン トにおける評価は不可能
である。

環境影響評価法第 14条第 1項 7号にほ
準備 書及び評価書の記栽事項 として 「調
査の結果の概要並びに予濃1及 び評価の結
果 を環境影響評価の El‐ 目ごとにとりまと
めた もの」 と 「環境の保全のための措圏
(ミ ティゲー ション)」 の記述 を義務づけ

ている。そのため、r現況」と「予測 Ⅲ評
価」 と r環境保全対策 (ミ テ ィゲーシ ョ
ン )」 がまった くバラバ ラの章に分断 され
るとい う閣議決定時代の環境 アセスメン
ト (表 11の A型)に比べ)れ ばかな りわ
か りやすぃものになっている。そのため
か、法施行以降の準備書、評価書のほと
ん どが「環境保全措置」を「予測・評価」
の次に記述せずに最後にまとめて記述す
る構成 をとってぃる (表 ユIの B型 )。

今後、さらに「予測 ,評価 (影響 )ど と
f環境保全措置 (ミ ティゲーション)」 を

米国の ElSの ように評価項 目ごとに隣 り

合つて記述する努力が求められる (表 ユ

1の C聖 )。 それにより、ある対象につい

ての問題 (環境影響)と 解決策 (ミ ティ

ゲーシ占ン)が 1対 1対応で記述 され る

ことになり、よりわか りやす くなるだけ

ではなく、メリハ リの効いたより正確な

評価が可能になるであろう。

表 11 日本の器密書 Ⅲ揮毎器の構虚 と

畿特韓親
類

理 構 成 発 行時期

A

i調 査サ、1予 測」、1評価 !、 「療
境保全捨援」などが、黎ごとに分
かれて記殺 されてお り、「影書」
と「凍境保全緒饉Jが 1対 1対応
していないな

張環影習辞
領法抵行以前
のすべてのや
籍舎・辞衛告。

8 密を三潔療新 ぁ 野程亀鈴歳輩腎警
お り、「影書 1と 「蒸発保全措置」
が 1対 1対応 していないこ

環境影育 評
価法施行後の
tこ とん どの準
備書・評価書。

C

「田 食 」、【す 田 ど、1群 機 」、
「
環

境 保 全婚 躍 」が一貫 して強境 影争
押 鶴 の 項 目 ご とに分 かれ て記 韓

基緒 極ず 除
ヽ
1警 芦1薫ポ 守響 播

環境影守辞
価法施行後の
ごく一部の韓
備善 Ⅲ癖観書。

(フ 〕 科ithout devetopment と村ほヨ茂0
将ith d3Ve10pmentの 比校軒億

「without deve10pmerlt」 とは、 フミーース

ライ ンや ノーアクションと同義で、提案
している行為を何 もしなかった場合の環

境評価である。「With deve10pmcnt」 はこ

れ とは対象的 に、提案 している,行為 を し
た場合の環境影響である。複数案が提案
されているのであれば当然、額数案 ごと
の環境影響である。

環境アセスメン トにおける評1価 は、 こ
のよ うな withOutと 複数の withの比較評
価であるべ きであ り、また、科学的にも
ノーアクシ ョンも複数案 もな く一つだけ
の案 を「評価」す ることは不可能である。
とすれば、少 な くとも現在 までの 日本の

環境 アセスメン トにある 「総合評価」の

よ うな部分は不要であるとい うよ りも、
ない方が環境 アセスメン ト本来の役割 を
果たす と言える◇結局、(3)で述べた戦略
的環境 アセスメン トにシフ トすれば この

8



問題 も解消す るであろ う。

結局、 (5)、 (6)、 (7)で示 したことは、
環境アセスメン トを請け負 う環境 ヨンサ
ルタン トの中立性を支持す るだけでな く、
環境 ヨンサル タン トが純粋に環境影響の

把握 とミテ ィゲーション方策の提案にそ
の持てる力を発揮す ることを促進す るこ
とにつなが ると考えている。

おわ りに

自然再生理事業に対す る環境アセスメ
ン トの 可能性は大 きい。

結果的に、今回、自然再生型事業に対
す る環境アセスメン ト(わ 課題 として抽出
した内容はすべて、 自然再生型事業以外
の環境 アセ スメン トの課懸にも共通す る
ものであった。 これを要するに、 日本の

環境 アセスメン ト制度 自体、NEPAの そ
れ と比較す るとまだまだ課題が多い とい

うことであろ う。 しか し、課題が多いと
い うことは逆 に今後の 日本の環境 アセス

メン トの可能性 もまだまだあるとい うこ
とでもある。

環境影響評価法の見 lfIし や戦略的環境
アセスメン ト制度の導入などこれ らの課
題 に対応 じ得 る機会は これか らも多 く存
在 している。本学会がそれ らの議論の場
となることを期待 したい。

今回、シンポジウム ir『額去』 と『 再
生』の環境アセスメン トJの基調報告と
い うことで急いで海外事例を紐解いたが
時閣切れで、畳Isの 内容の分析結果の記
述が関に合わず尻切れ トンポになって し
まった。複数案の評価方法、定量的な生
態系の評価方法など日本にとって参考に
なる最新の事例の一つであるため、今後、
内容の分析結果をまとめて発表する必要
があると感 じてぃる。

本事例は、平成 15年度環境省委託の
(財 )自 然環境研究センターの調査によ

る現地調査で入手 したも)の である。最後
にな りましたが、関係者各位に感謝の意
を表 します。
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